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　水道が凍結しやすい季節になりました。気温

がマイナス 4 ～ 5℃になると、日中でも水道が

凍ることがあります。長時間家を空けるときや

凍結注意報が出たときは、水道凍結に十分注意

しましょう。

⃝�床下の換気口を閉め、冷たい風を防ぎましょ

う

⃝�水道の水抜き栓を動かし、正常に水落としが

できることを点検しましょう（蛇口から水を

出した状態で水抜き栓を「止まる、または水

抜き」に動かし、蛇口に軽く当てた指先や手

のひらが吸い付くようなら正常です）

⃝�外出時や日中でも寒さが厳しいときは、必ず

水落としをしましょう

　水道が凍結したときは、水道管にタオルなど

を巻き、80℃前後のお湯をかけて 15 分程度そ

のままにしておくと、軽い凍結であれば水が出

ることがあります。

　それでも水が出ないときは、指定給水装置工

事事業者に連絡してください。

注意： 凍結した箇所に直接、熱湯や直火を当て

ると、管の破裂や火災の危険があります。

　配水管（町が所有している本管）から分岐し

て家庭の蛇口までの部分を「給水装置」といい

ます。

　町が貸し付けしている水道メーター以外の

給水装置は、個人の所有物（財産）です。所有

者や使用者が維持管理することになっていま

すので、水道凍結の修理や改造にかかる費用

は、皆さんの負担となります。

訓子府町内指定給水装置工事事業者

（町外指定給水装置工事事業者　19 社）

訓子府機械工業㈱ 東　町 ☎ 47-2131

丸建工業㈱ 穂　波 ☎ 47-3036

㈱長谷川水道設備 日　出 ☎ 67-3750

久島工業㈱ 東　町 ☎ 47-2038

※ 町外指定業者についてのお問い合わせは

上下水道課へ。

水道の凍結に注意を

凍結修理費用は、使用者の自己負担です

もし、凍らせてしまったら

水道を凍結から守るには

▪問合せ　上下水道課（☎ 47-2118　役場 1 階 窓口 5 番）

　厚生年金などに加入していた方が退職（失

業）されると、国民年金の加入手続きを行

い、保険料を納めることになります。ただ

し、保険料を納めることが経済的に困難な方

には、申請によって保険料の納付を免除され

る制度があります。

　一般の免除制度は、申請者本人・配偶者・

世帯主の所得が一定額以下である必要があり

ますが、特例免除制度では、審査の対象とな

る退職(失業)された方の所得をゼロとして審

査を行います。この制度は、離職した年の

翌々年の6月までの期間に限り利用すること

ができます。

　特例免除制度を利用される方は「雇用保険

受給資格者証」などの退職（失業）している

ことを確認できる公的機関の証明書の写しと

年金手帳（基礎年金番号通知書）をお持ちの

うえ、役場町民課戸籍年金係または北見年金

事務所で申請してください。

　なお、申請年度の前年所得の審査があるた

め、審査対象となる方で所得のある方は確定

申告などをする必要があります。

▪問合せ

・北見年金事務所（☎25-8703）

　�（音声案内にしたがって、電話機の②を押

したあと②を押してください）

・町民課戸籍年金係（☎47-2203）

国民年金保険料は、退職（失業）に
よる特例免除制度があります

納め忘れはありませんか？
国民年金保険料

　12月 15 日㈮から令和 6年 1月 14 日㈰まで

「冬の暴力追放運動」を実施します。

▪重点目標

⃝�暴力団の違法な資金獲得活動の実態周知と被

害防止

⃝�振り込め詐欺、サラ金、架空請求、暴力的要

求などの被害の早期相談、積極的な届け出を

呼び掛ける

⃝�少年に対する暴力団の影響排除と環境の浄化

⃝�暴力団関係者との交遊や車の暴走行為、薬物

乱用などの非行行為を見たときには保護者や

関係者に連絡するように呼び掛ける

▪暴力追放「三ない運動＋ 1( プラスワン )」

　1. 暴力団を恐れない

　2. 暴力団にお金を出さない

　3. 暴力団を利用しない

　　＋暴力団と交際しない

訓子府町暴力追放推進協議会

冬の暴力追放運動

▪役場・教育委員会

　12月 30 日㈯～ 1月 4日㈭
▪公民館

　12月 30 日㈯～ 1月 4日㈭
▪スポーツセンター

　12月 30 日㈯～ 1月 4日㈭
▪図書館

　12月 30 日㈯～ 1月 4日㈭
▪屋内ゲートボール場

　12月 30 日㈯～ 1月 4日㈭
▪スキー場（ロープリフト）

　12月 31 日㈰～ 1月 3日㈬
▪スケートリンク（居小リンク）

　12月 30 日㈯～ 1月 4日㈭
▪認定こども園

　12月 30 日㈯～ 1月 4日㈭
▪子育て支援センター

　12月 30 日㈯～ 1月 4日㈭

▪児童センター

　12月 30 日㈯～ 1月 4 日㈭
▪ごみ収集業務

⃝町内会・実践会

　�12 月 30 日㈯～ 1月 4 日㈭
　�1 月 5 日㈮から平常どおり収集作業を行いま

す。

※ ごみ収集カレンダーを確認し、必ず収集日の

朝に出しましょう。

▪温泉保養センター

　12月 31 日㈰ 18 時～ 1 月 1 日㈪
▪農業交流センター

　12月 26 日㈫～ 1月 8 日㈪
▪くんねっぷ歴史館

　12月 30 日㈯～ 1月 4 日㈭
※ 上記期間以外は、月～金曜日までの間で予約

のみの開館となります。

公共施設の年末年始休みのお知らせ

　町では、農林業に深刻な被害をもたらす有害鳥獣である

エゾシカの駆除を推進しています。

　エゾシカは、猟友会とくくりわなの会の協力により、銃

器とくくりわなで捕獲しています。

　令和 3 年度から令和 5 年度の捕獲頭数については、右

の表のとおりです。

年　　度 捕獲頭数

令和 3 年度 239 頭

令和 4 年度 189 頭

令和 5 年度 203 頭

▪問合せ　農林商工課経済林務係（☎ 47-2116　役場 2 階 窓口 13 番）

エゾシカ駆除実績のお知らせ


